
川辺町在宅介護支援センター 

  重  要  事  項  説  明  書   

１． 事業の目的 

社会福祉法人慈恵会（以下「事業者」という。）が設置運営する、川辺町在宅介護支援センター（以下

「事業所」という。）が行う介護保険法等に規定する指定居宅介護支援の適正な運営を確保するた

め、人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう、適正なサービスを提供することを目的とする。 

 

２． 運営の方針 

 （１）事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう配慮して居宅サービス計画を立案する。 

（２）事業所は、利用者の要介護認定に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ必要な協力を行う

とともに要介護認定の申請が行なわれているか否かを確認し、その支援も行う。 

（３）事業所は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択等に基づき、

適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、施設や事業者等の多様なサービスから地域包括支

援センターとの連携を図り、総合的かつ効果的に居宅サービス計画が提供されるよう配慮する。 

（４）事業所は、居宅介護支援の提供の開始にあたり、利用者に対して、入院時に担当介護支援専門

員の氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼する。 

（５）事業所は、居宅サービス計画を新たに作成する場合や要介護更新認定、要介護区分変更認定を

受けた場合において、介護支援専門員が利用者の状況を把握し、各サービス担当者等と当該情報

を共有することを主たる目的として、やむを得ない理由がある場合を除き、原則としてサービス担当

者会議を開催する。 

（６）事業所は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合、当該計画に福祉用具貸与が

必要な理由を記載するとともに、必要に応じサービス担当者会議を開催し、その継続の必要性を検

討した上で継続が必要な場合には、その理由を居宅サービス計画に記載する。 

（７）事業所は、当該計画に福祉用具購入を位置付ける場合にあっては、当該計画に福祉用具購入が

必要な理由を記載する。 

（８）事業所は、特段の事情の無い限り、少なくとも月に１回のモニタリングを実施し、その結果を記録

する。 

（９）事業所は、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者、利用者の後見人、

利用者の家族又は身元引受人（以下「利用者の家族等」という。）に対し、居宅サービス計画書に位置

付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該

事業所を居宅サービス計画書に位置付けた理由を求めることが可能であることを説明する。 

（10）事業所は、集合住宅において、特定の事業者のサービス利用が入居条件とされ、利用者の意思

に反して、集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業所のみを居宅サービス計画書に位置付け

ることは適切ではない等を明確にする。 



 

 

（11）事業所は、市町村から要介護認定又は要支援認定（以下「要介護認定等」という）調査の委託を

受けた場合は、その知識を有するよう研鑚を行い、中立かつ公正、さらに利用者に対して正しい調査

を行う。  

（12）事業所は、自らの責任において情報を公開し、利用者が当該情報を活用しながら、主体的に事

業所を選択できるよう介護サービス情報の公表に取り組む。 

（13）事業所は、地域包括支援センターから受託する介護予防支援業務について、サービスに支障の

ない範囲で受託する。その場合、地域包括支援センターに利用者に係る必要な情報を提供する等の

連携を図る。 

（14）事業所は、地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、可能な

限り当該支援が困難な事例に係る者にサービスを提供する。 

（15）事業所は、障がい福祉サービスを利用してきた障がい者が介護保険サービスを利用する場合等

において、特定相談支援事業者と密接な連携を図る。 

（16）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下について、介護サービス情報公表制

度において公表するとともに、利用者又はその家族に説明を行い、それを理解したことについての

署名を得る。 

・前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用

具貸与の各サービスの利用割合 

・前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用

具貸与のサービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

 

３． 事業所の概要 

（１） 事業者の指定番号およびサービス提供地域 

 

（２） 事業所の職員体制 

 資 格 常 勤 業 務 内 容 計 

管 理 者 主任介護支援専門員 

介  護  福  祉  士 

１名 運 営 ・ 管 理 業 務 

介 護 支 援 業 務 

１名 

 

介護支援専門員  主任介護支援専門員 

介 護 支 援 専 門 員 

１名以上 

１名以上    

介 護 支 援 業 務 ２名以上  

（※上記職員体制は、基準人員以上配置しております） 

事   業   所   名     川辺町在宅介護支援センター 

所    在    地      岐阜県加茂郡川辺町上川辺９３０番地の１ 

指 定 事 業 所 番 号      ２１７１３０００９４ 

サービスを提供する地域      川辺町・七宗町 

             （※上記以外の地域の方でもご相談に応じます。） 



 

 

（３） 営業日・営業時間 

平  日        午前 ８時３０分から午後５時 

      ＊土・日曜日、祝祭日と１２月２９日～翌年１月３日は休業します。 

      ＊緊急時の連絡先   （０５７４）５３－６７１３ 

 

夜 間 ・ 休 日 ： 併設する施設が２４時間年中無休の体制である為、まず施設の職員が連絡

を受け、事業所職員にすみやかに連絡する。事業所職員が携帯電話を所持す

ることにより、専門的対応が２４時間年中無休の体制となる。 

 

４．利用料 

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 

※ 但し、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1 ヶ月に付き下記の

料金を徴収し、サービス提供証明書並びに領収証を発行します。この領収証並びにサービス提供証

明書を後日、市町村の介護保険担当窓口に提出すると滞納期間に応じて払い戻しを受けられます。 

・居宅介護支援費 （Ⅰ）   ＜1単位＝１０円＞ 

居宅介護支援ⅰ（取扱件数 40件未満） 

要介護１・２  １，０７６単位／月  要介護３・４・５   １，３９８単位／月 

居宅介護支援ⅱ（取扱件数４０件以上６０件未満） 

   要介護１・２    ５３９単位／月  要介護３・４・５     ６９８単位／月 

居宅介護支援ⅲ（取扱件数６０件以上） 

  要介護１・・２    ３２３単位／月  要介護３・４・５     ４１８単位／月 

・居宅介護支援費 （Ⅱ）   ＜1単位＝１０円＞ 

一定の情報通信機器（AIを含む）の活用又は事務職員を配置 

居宅介護支援ⅰ（取扱件数４５件未満） 

  要介護１・２  １，０７６単位／月  要介護３・４・５   １，３９８単位／月 

居宅介護支援ⅱ（取扱件数４５件以上６０件未満） 

 要介護１・２    ５２２単位／月  要介護３・４・５     ６７７単位／月 

居宅介護支援ⅲ（取扱件数６０件以上） 

 要介護１・２    ３１３単位／月  要介護３・４・５     ４０６単位／月 

   ・加算項目  

   特定事業所加算 （Ⅰ） ５０５単位／月 

① 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を２名以上配置していること。 

② 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門を３名以上配置していること。 

③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を

定期的に開催すること。 



④ ２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保しているこ

と。 

⑤ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は、要介護５

である者の占める割合が、１００分の４０以上であること。 

⑥ 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施しているこ

と。 

⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な

事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 

⑧ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 

⑨ 居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 

⑩ 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該居宅介護

支援事業所の介護支援専門員 1人当たり４０名未満、（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合

は４５名未満）であること。 

⑪ 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又

は、協力体制を確保していること。 

⑫ 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施している 

こと。 

⑬ 多様な生活支援サービス（インフォーマルサービス含む）が提供される居宅サービス計画を作成し

ている。  

上記のいずれにも適合している事業所として加算します。 

     

 特定事業所加算 （Ⅱ） ４０７単位／月      

① 加算Ⅰの②③④及び⑥から⑬までの基準に適合すること。 

② 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 

上記のいずれにも適合している事業所として加算します。 

 

特定事業所加算 （Ⅲ） ３０９単位／月 

① 加算Ⅰの③、④及び⑥から⑬までの基準に適合すること。 

② 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 

③ 専ら指定居宅介護支援の提供に専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門を

２名以上配置していること。 

上記のいずれにも適合している事業所として加算します。 

 

  特定事業所加算（A） １００単位/月 

① 加算Ⅰの③④及び⑥～⑬までの基準に適合すること。④⑥⑪⑫は他の事業所との連携。 

② 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 

③ 専ら指定居宅介護支援の提供に専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門を

１名以上、非常勤（兼務可）を 1名以上配置していること。 

上記のいずれにも適合している事業所として加算します。 



    

特定事業所医療介護連携加算 １２５単位／月  

① 前々年度の３月から前年度の２月までに間において退院・退所加算の算定に係る病院等の連携

の回数（情報の提供を受けた回数）の合計が３５回以上であること。 

② 前々年度の３月から２月までに間においてターミナルケアマネジメント加算を５回以上算定している

こと。 

③ 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）を算定していること 

上記のいずれにも適合している事業所として加算します。 

 

入院時情報連携加算（Ⅰ）  ２００単位／月 

介護支援専門員が、利用者等に対して、入院時に担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関

に提供するよう依頼し、かつ利用者の入院後３日以内に当該利用者に係る必要な情報提供を入院先

医療機関の職員に対して行った場合に加算します。（提供方法は問わない） 

 

    入院時情報連携加算（Ⅱ）  １００単位／月 

介護支援専門員が、利用者等に対して、入院時に担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関

に提供するよう依頼し、かつ利用者の入院後７日以内に当該利用者に係る必要な情報提供を入院先

医療機関の職員に対して行った場合に加算します。（提供方法は問わない） 

 

退院・退所加算    ４５０単位／回 （カンファレンス 無） 連携２回目    ６００単位／回 

             ６００単位／回 （カンファレンス 有） ２回目７５０単位・３回目９０0単位 

利用者の退院又は退所に当たって、医療機関及び介護保険施設等の職員と面談を行い（医師等から

の要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加する場合を含む）必要な情報を得た上で、居

宅サービス計画を作成し居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に、居宅サービス等の利

用開始月に 3回を限度として算定します。 

ただし、3 回算定することができるのは、そのうち 1 回について、入院中の担当医との会議（カンファ

レンス）に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明を受けた上で居宅サービスを計画し、居宅

サービス又は地域密着型サービスの調整を行った場合に限ります。 

   

初回加算       ３００単位／月 

新規に居宅サービス計画を作成した場合、もしくは要介護状態区分の 2 段階以上の変更認定を受け

た場合、該当月についてのみ算定します。 

 

緊急時等居宅カンファレンス加算  ２００単位／回（月２回まで） 

在宅患者緊急時等カンファレンスに介護支援専門員が参加した場合に算定します。 

 

ターミナルケアマネジマント加算 ４００単位／月 

対象は末期の悪性腫瘍であって在宅で死亡した場合、24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要

に応じて、指定居宅介護支援を行なうことが出来る体制を整備し、利用者または家族の同意を得た上



で、死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上の在宅を訪問し、利用者の状態やサービス変更の必要

性等の把握を記録し主治の医師等及び居宅サービス計画書に位置付けた居宅サービス事業所へ提

供した場合に算定します。 

 

通院時情報連携加算 ５０単位／月 

利用者１人につき、１月に１回の算定を限度・利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利

用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報

提供を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合に算定します。 

 

看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価 

居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行っ

たものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会

議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービ

スが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められる場合、居宅介護支援の基本報酬に算定

します。 

 

（２）交通費 

   前記３の（１）のサービス提供地域の方は無料です。それ以外の地域の方は、サービス提供地域を越え

た時点から、交通費として１kmにつき５０円を請求します。なお、その際公共交通機関を利用した場合に

は実費を請求します。 

 

（３）解約料 

   利用者の都合により解約した場合、下記の料金を請求します。 

契 約 後 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 

作成段階途中 で解約 し た 場 合 

・要介護１・２     ５，３８０円 

・要介護３・４・５.   ６，９９０円 

保険者（市町村）への居宅サービス計

画の届け出が終了後に解約した場合 
解約料不要 

 

（４）支払い方法 

   料金が発生する場合、月ごとの清算とし、毎月１０日までに前月分の請求をしますので、１４日以内にお

支払い下さい。支払後に領収証を発行します。支払方法は、銀行振込又は、現金集金となります。 

 

５．利用者の解除権     

利用者は、事業者に対し、いつでもこの契約の解除を申し入れることができます。この場合には、１ヶ月

以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日にこの契約は解除されます。 

 

 



６．事業者の解約権 

（１）事業者は、利用者が法令違反又は各種サービス提供を阻害する行為をなし、事業者の再三の申し入

れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難になったとき

は、１ヶ月以上の予告期間をもってこの契約を解除することができます。 

（２）利用者、利用者の家族等が従業者に対してハラスメントと認められる行為をなし、改善の見込みがない 

ときは、１ヶ月以上の予告期間をもってこの契約を解除することができます。 

（３）事業者は、前項によりこの契約を解除する場合には、利用者が住所を有する地域包括支援センター及

び、市町村と協議し必要な措置を講じます。 

７．契約の終了  

（１）契約書第２条の規定に基づき契約期間満了日の 1ヶ月前までに利用者から更新拒絶の申し出があり、

かつ、契約期間が満了した場合 

（２）利用者が契約書第８条の規定に基づき、契約の解除を通告し、予告期間が満了した場合 

（３）事業者が契約書第９条の規定に基づき、契約の解除を通告し、予告期間が満了した場合 

（４）利用者の要介護認定区分が、非該当と又は要支援１、要支援２と認定された場合 

（５）事業所のサービス提供地域に住居を有さなくなった場合 

（６）利用者が介護保険施設に入所した場合 

（７）利用者が死亡した場合 

８．秘密保持 

（１）事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者、利用者の家族等の秘密を漏らしま

せん。 

（２）事業者は、事業者の従業者が退職後、在職中に知り得た利用者、利用者の家族等の秘密を漏らすこと

がないよう必要な措置を講じます。 

（３）事業者は、利用者、利用者の家族等から予め文書で同意を得た内容に限り、県及び市町村、他の居宅

サービスの事業所、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者に対して、利用者、利用

者の家族等に関する情報提供の必要がある場合には、必要な情報を提供します。 

 

９．個人情報の管理 

事業者は、社会福祉法人慈恵会個人情報管理規程に基づき、利用者、利用者の家族等の個人情報を

厳正に取り扱います。 

 

１０．事故発生時の対応及び損害賠償 

（１）事業者は、利用者に対するサービスの提供にあたって、事故が発生した場合は、社会福祉法人慈恵会 

リスクマネジメントマニュアルに基づき、利用者、利用者の家族等にすみやかに報告し、必要な措置を講

じます。 

（２）事業者は、サービスの提供にあたって故意又は過失により、利用者に与えた損害に対し責任を負いま

す。その損害賠償内容については、双方協議の上これを定めます。ただし、利用者に故意又は過失が

認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を勘案して相当と認められる場合には、損害賠償額を減

ずることができるものとします。 

（３）事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号



に該当する場合には損害賠償責任を負いません。 

ア 利用者、利用者の家族等が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意に 

これを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合 

イ 利用者、利用者の家族等が、サービスの提供のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意に 

これを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合 

ウ 利用者の急激な体調の変化等、事業者が提供したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害 

が発生した場合 

エ 利用者が、事業者及び従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合 

(4)利用者の故意又は過失により、施設、職員などに生じた損害については、利用者又は身元引受人にそ

の責任を負担して頂きます。その場合の賠償内容については双方協議の上でこれを定めます。 

 

１１．虐待防止に関する事項 

（１） 事業所は、利用者の人権の養護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 

① 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

② 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

③ その他虐待防止のために必要な措置 

（２）事業所は、サービス提供中に、当該事業所又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に擁護する 

者）による虐待を受けたとおもわれる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報す 

るものとする。 

１２．衛生管理等 

事業所は、サービスに使用する備品・器具等の清潔保持に努め、定期的に消毒を実施するとともに、常

に衛生管理及び感染症発生時における事業継続計画に基づく対策を行う。 

 

１３．非常災害時の対応 

事業所は、天災その他の災害等の事態が生じた場合、事業継続計画に基づく対策を行う。 

 

１４．サービス内容に関する苦情 

居宅介護支援に関する相談、要望苦情等は下記相談窓口までお申し出下さい。 

（１） 法人窓口～慈恵会サービスセンター 

受 付 時 間  毎週月～金 午前９時～午後５時 

住       所   〒５０５-００１１  岐阜県美濃加茂市下米田町東栃井８１番地２ 

窓口担当者  慈恵会サービスセンター  管理者 

電 話 番 号    （０５７４）２３－０３８０ 

ファックス       （０５７４）２７－４８３３ 

ホームページ    http：//www．jikeikai-sawayaka.jp 

E メール       service-center@jikeikai-sawayaka.jp 

（２）利用者の権利を守る委員会 

受 付 時 間   毎週月～金 午前９時～午後５時 

mailto:service-center@jikeikai-sawayaka.jp


住       所     〒５０５-００１１  岐阜県美濃加茂市下米田町東栃井８１番地２ 

電 話 番 号    （０５７４）２５－０６０９ 

ファックス       （０５７４）２８－４５１１ 

ホームページ    http：//www．jikeikai-sawayaka.jp 

E メール        info＠jikeikai-sawayaka.jp 

 当法人の内部委員会として設置されていますが、公平性・中立性の観点から慈恵会から独立した位置付

けとして、苦情等相談を受付します。 

 

（３） 行政機関その他相談・苦情等相談窓口 

○ 川辺町役場 健康福祉課 介護保険係 

岐阜県加茂郡川辺町中川辺１５１８番地４  （０５７４）５３－２５１１ 

      〇 七宗町役場 ［生きがい健康センター］健康福祉 

岐阜県加茂郡七宗町上麻生 2152-1      （０５７４）４８―１１１２ 

○ 国民健康保険団体連合会 

岐阜市下奈良２丁目２番１号           （０５８）２７５－９８２６ 

○ 岐阜県運営適正化委員会 

岐阜市下奈良２丁目２番１号          （０５８）２７８－５１３６ 



本重要事項を証するため、利用者及び事業所は署名又は記名のうえ、本重要事項を２通作成し、それぞれ

１通ずつ保有します。 

 

 当居宅介護支援事業所は、利用者に対する居宅サービス計画作成に当たり重要事項説明書に基づいて、

重要事項を説明しました。 

                               説明者  介護支援専門員                   

令和   年   月   日 

 

≪ 利用者 ≫     

 

私は、本書面に基づいて重要事項の内容について説明を受け、その内容を理解し同意します。 

 

利用者住所                                                         

 

氏名                                       

 

身元引受人 

後見人等 氏名                                

 

利用者との関係                                    

 

 

      

 

≪ 事業所 ≫  

 所在地   

〒５０９－０３０２ 

岐阜県加茂郡川辺町上川辺９３０番地の１                                       

名  称    

川辺町在宅介護支援センター    

 

 

 

 

 

 

                                                         ＜2023.4.1＞ 


